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東京都○○区○○町 00丁目00番地000号 

南伊豆 太郎 

個人番号（マイナンバー）を記入してください。 
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提出日を記入してください。 

太枠内の項目をすべて
記入してください。 

寄附した年月日と金額を記入します。 
※同じ自治体に複数回寄附した場合、その都度申請書を
提出する必要があります。 

「確定申告をする必要のない」方が、ふるさと納税に
よる寄附をした場合のみチェックをしてください。 

その年のふるさと納税による寄附先が 
「5自治体」以下であると見込まれる場合のみチェックを
してください。（寄附回数ではなく、寄附先の自治体数） 

確認！ 
①と②どちらも 
該当する場合のみ 
ワンストップ特例の
申請が可能です。 

住所と氏名を記入してください。 
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『ふるさと納税ワンストップ特例制度』について 
 
 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと寄附をされた方が、ふるさと寄附の寄附金税額 

控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者の方などで 

ある場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。 

 寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、寄附先の自治体（南伊豆町）から、 

寄附者の住所地の市町村に通知を行い、翌年度の住民税でふるさと寄附に係る寄附金税額控除を 

受けることができます。 

 確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例 

場合は、所得税の軽減相当額を含め、住民税からまとめて軽減を受けることになります。 

●ワンストップ特例制度の対象者 

 ワンストップ特例制度の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。 

  

１、地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者であること 

  →もともと確定申告をする必要のない給与所得者等が対象です。 

   ※年収2000万円を超える所得者や、医療費控除の為に確定申告が必要な場合は、 

   確定申告で寄附金の税額控除を申請してください。 
 

１、地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者であること 

  →ワンストップ特例申請で寄附をする市町村数が年間で５以下であると見込まれる方が対象です。 

 

●注意点 

 ・ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合（医療費控除等によ 

 る場合含む）や、５か所を超える市町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効に 

 なりますので、確定申告などの際には、寄附金の申告もお忘れのないようご注意ください。 

 ・同一自治体へ複数回の寄附をした場合、その都度申請書の提出が必要となります。 
 

●手続きの方法 

 ・上記２点の要件に該当し希望される方は、記入例を参考に記入・捺印をした「申告特例申請書」、 

 「個人番号確認の書類」、「本人確認の書類」計３点を下記宛先まで送付してください。 
 

  個人番号確認の書類、本人確認の書類については以下の表を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●【送付先】 

〒415－0392 

 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315－1 

 ふるさと寄附担当 宛 

 
 

 なお、申請書の提出期限は翌年1月10日必着となっております。 

 また、申請書提出後、寄附された年の翌年１月１日までの間に提出した申請書の内容に変更があっ 

 た場合は、寄附された翌年１月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。 

  
「個人番号カード」 

を持っている人 

「通知カード」 

を持っている人 

「個人番号カード」 

「通知カード」 

のどちらもない人 

個人番号 

確認の書類 

個人番号カードの 

裏面のコピー 
通知カードのコピー 

個人番号が記載された 

住民票のコピー 

本人確認 

の書類 

個人番号カードの 

表面のコピー 

 

下記のいずれかの身分証のコピー 

・運転免許書      ・運転経歴証明書 

・旅券（パスポート）  ・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳 

・在留カード・特別永住者証明書 

※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が 

確認できるようにコピーする 

  


